　　　足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金交付要綱

（目的）
第１条　この要綱は、町会・自治会が事業の活性化、加入勧奨及びデジタル回覧板等のデジタル化推進のために使用する物品の購入に要する経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、町会・自治会活動を支援し、町会・自治会への加入の促進を図ることを目的とする。
（助成対象団体）
第２条　この要綱の規定による助成の対象となる団体は、区に、別に定める「町会・自治会届出書」による届出を行い、登録を受けた町会・自治会とする。
（助成対象経費）
第３条　この要綱の規定による助成（以下「本助成」という。）の対象となる経費は、第１条の目的を達成するために実施する次の各号に掲げる物品の購入に要する経費とする。
（１）　町会・自治会活動において使用する物品（以下「活動活性化用物品」という。）
（２）　町会・自治会未加入世帯への勧誘活動時に配布するための物品（以下「勧誘時配付用物品」という。）
（３）　町会・自治会活動のデジタル化促進に必要な物品（以下「デジタル用物品」という。）
２　前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、本助成の対象としない。
　（１）　本助成を受けようとする年度において、本助成又は他の助成を受けているもの
　（２）　前項各号の事業それぞれにおいて、本助成を受けた年度の次の年度の４月１日から起算して５年を経過していないもの
（助成対象経費及び助成金の額）
第４条　本助成に係る対象経費及び助成金（以下「助成金」という。）の額は、別表第１のとおりとする。
（交付申請）
第５条　助成金の交付を受けようとする町会・自治会（以下「申請団体」という。）は、交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、区長に申請するものとする。
（１）　助成対象経費の内訳が確認できる書類の写し（見積書等の写し）
（２）　購入物品のカタログ等の写し
（３）　町会・自治会名を表示する物品（補助対象経費に係る物品として、区に登録している町会・自治会の名称を表示する必要がある、活動活性化用物品の法被・ジャンパー・Ｔシャツ等の上着及びのぼり並びに勧誘時配付用物品をいう。以下同じ。）については、町会・自治会名が確認できるもの（イメージ図等）
[bookmark: _GoBack]（４）　その他区長が必要と認める書類
２　申請団体は、区が指定する期間内に前項に定める手続をしなければならない。
（申請の取下げ）
第６条　申請団体は、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なく申請取下げ書（様式第２号）を提出しなければならない。
（交付決定）
第７条　区長は、第５条の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、助成金を交付することを適当と認めるときは、交付決定通知書（様式第３号）により申請団体に通知する。
２　区長は、助成金の交付を認めないときは、不交付決定通知書（様式第４号）により、申請団体に通知するものとする。
（内容変更の承認）
第８条　交付決定を受けた申請団体（以下「助成団体」という。）は、申請内容を変更しようとする場合は、購入する前に必要な書類を添えて変更申請書（様式第５号）を直ちに区長に提出し、承認を受けなければならない。
２　区長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、変更を認めるときは変更承認通知書（様式第６号）により当該助成団体に通知する。
（実績報告）
第９条　助成団体は、申請した物品の購入が完了したときは、実績報告書（様式第７号）に次の各号に掲げる書類を添えて、遅滞なく区長に提出するものとする。
（１）　購入した物品の写真（町会・自治会名を表示する物品は、当該表示が確認できるもの）
（２）　支払いをしたこと及びその内訳が確認できる書類（領収証等の写し）
（助成金額の確定及び助成金の交付）
第１０条　区長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、報告内容が助成金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定通知書（様式第８号）により助成団体に通知する。
２　前項の通知を受けた助成団体は、請求書兼口座振替依頼書（様式第９号）を区長に提出するものとし、当該助成団体名義の口座に口座振込により交付する。ただし、当該口座の名義が団体代表者以外の場合は、委任状（様式第１０号）を添付しなければならない。
（決定の取消し）
第１１条　区長は、交付決定を受けた助成団体が次の各号のいずれかに該当する場合、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
（１）　偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
（２）　助成金を他の用途に使用したとき。
（３）　交付決定後に助成金辞退届（様式第１１号）により、助成金の交付を辞退したとき。
（４）　区が指定する期限までに物品の購入ができないと見込まれるとき。
（５）　助成金の交付決定に付した内容、条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
（６）　助成金交付の対象となった事業において、次の行為を行ったとき。
ア　特定の団体への加入を勧誘し、又は寄附を募ることにより、参加者に迷惑を及ぼす行為
イ　専ら特定の宗教団体の利益のために行われる行為
ウ　事前に申請し承認された事業の目的・態様と異なる行為（当該事業と関係のない宣伝行為等）
（７）　助成金の交付要件を満たさなくなったとき。
２　区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該助成団体に助成金交付取消通知書（様式第１２号）により通知するものとする。
（助成金の返還）
第１２条　区長は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めて返還を命じるものとする。
　（帳簿書類等の調査）
第１３条　区長は、助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、助成団体に報告させ、帳簿書類を調査することができる。
　（購入物品の管理）
第１４条　この要綱の規定による助成を受けて購入した物品は、町会・自治会で所有・管理するものとする。
　（その他）
第１５条　この要綱に定めのない事項は、足立区補助金等交付事務規則（昭和５０年４月１日規則第６号）の定めるところによるほか、助成金交付に関し必要な事項は、別に定める。
　　　付　則（２足地調発第７３３５号　令和３年３月３１日　区長決定）
　この要綱は、令和３年４月１日より施行する。
　　　付　則（３足地調発第６３９４号　令和４年３月２８日　区長決定）
　この要綱は、令和４年４月１日より施行する。
　　　付　則（５足地調発第６９９６号　令和６年３月２８日　区長決定）
　この要綱は、令和６年４月１日より施行する。
　　　付　則（６足地調発第７１２２号　令和７年３月３１日　区長決定）
　この要綱は、令和７年４月１日より施行する。
　　　付　則（７足地調発第６００９号　令和８年３月１９日　区長決定）
　この要綱は、令和８年４月１日より施行する。






	
	助成対象経費
	助成率
	助成額の上限

	１
活動活性化用物品
	活動活性化用物品として購入する次の物品に係る購入費用
ア　法被・ジャンパー・Ｔシャツ等の上着
イ　草刈機
ウ　ＡＥＤ
エ　机・イス
オ　のぼり
カ　調理器具

（ア及びオの物品については、町会・自治会名を表示しているものに限る。）
	助成対象経費の６割

	１０万円

（助成対象額に、１，０００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。）

	２
勧誘時配付用物品
	勧誘時配布用物品として購入する次の物品に係る購入費用（ただし、名入れ代込みで１世帯あたり税込単価３００円までを上限とする。）
ア　タオル
イ　ポケットティッシュ
ウ　防災グッズ
エ　その他勧誘時配布用物品として適切な物品

（物品又はその包装紙等に町会・自治会名を表示しているものに限る。）
	助成対象経費の１０割
	５万円

	３
デジタル用物品





	デジタル用物品として購入する次の物品に係る購入費用
ア　パソコン
イ　タブレット
ウ　スキャナー
エ　その他デジタル用物品として適切な物品
	助成対象経費の１０割
	１０万円


別表第１（第４条関係）


様式第１号（第５条関係）
　　年　　月　　日
交付申請書
（提出先）足立区長
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk217390295]代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk217390413]代表者　会長　　　　　　　　　　　　　　
　足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金交付要綱第５条の規定に基づき、下記のとおり関係書類を添えて交付申請をします。
記
	１　購入物品
	□　①活動活性化用物品（　　　　　　　　　　）
□　②勧誘時配付用物品（　　　　　　　　　　）
□　③デジタル用物品　（　　　　　　　　　　）

	２　購入経費
	[bookmark: _Hlk217573445]A.購入経費総額　　　　　　　　　　　　　　　円
B.対象外経費　　　　　　　　　　　　　　　　円
C.助成対象経費【Ａ－Ｂ】　　　　　　　　　　円

	３　交付申請額
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
※　①助成対象経費の６割、千円未満の端数は切り捨て。
※　②③助成対象経費の１０割
※　助成限度額は①１０万円 ②５万円 ③１０万円

	４　購入予定物品
活用計画
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	５　保管場所
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	６　添付書類
	[bookmark: _Hlk216432394][bookmark: _Hlk217390787]□　助成対象経費の内訳が確認できる書類の写し
（見積書等の写し）
□　購入物品のカタログ等の写し
□　町会・自治会名を表示する物品については、町会・自治会名が確認できるもの（イメージ図等）
[bookmark: _Hlk216433192]□　その他区長が必要と認める書類（該当がある場合のみ）



様式第２号（第６条関係）
　　年　　月　　日

申請取下げ書

（提出先）足立区長

　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者　会長　　　　　　　　　　　　　　

　足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金の交付申請について、下記のとおり取り下げます。


記


　取下げ理由
















様式第３号（第７条関係）
　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　
[bookmark: _Hlk216786126]代表者　会長　　　　　　　　　　


足立区長　　　　　　　　


交付決定通知書


　　　　年　　月　　日付、申請のありました足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金について、下記のとおり交付を決定しましたので通知します。


記

１　交付決定額
　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　　　

２　交付条件
1. 指定した事業以外の用途に使用しないこと。
1. 申請内容に変更が生じ、又は事業を中止する場合は、速やかに連絡し、変更申請書を提出すること。
1. その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等に違反しないこと。





様式第４号（第７条関係）
　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者　会長　　　　　　　　　　


足立区長　　　　　　　　


不交付決定通知書


　　　　年　　月　　日付、申請のありました足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金について、その全額の不交付を決定しましたので通知します。


記

　不交付理由














様式第５号（第８条関係）
　　年　　月　　日
変更申請書
（提出先）足立区長
　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者　会長　　　　　　　　　　　　　

　　　　年　　月　　日付、　　足　　収第　　　号で交付決定の通知があった、足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金の内容の一部を、下記のとおり変更したいので、関係書類を添えて申請いたします。
記
１　変更理由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　助成事業の変更内容
	変更事項
	変更前
	変更後

	
	
	

	購入経費総額
	　　　　　　　　　　　円
	　　　　　　　　　　　円



３　添付書類
□　助成対象経費の内訳が確認できる書類の写し（見積書等の写し）
□　購入物品のカタログ等の写し
□　町会・自治会名を表示する物品については、
町会・自治会名が確認できるもの（イメージ図等）
□　その他区長が必要と認める書類（該当がある場合のみ）

様式第６号（第８条関係）
　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者　会長　　　　　　　　　　


足立区長　　　　　　　　


変更承認通知書


　　　　　年　　月　　日付、申請のありました足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金の内容の変更について、下記のとおり承認しましたので通知します。


記


１　承認内容


２　付与条件











様式第７号（第９条関係）
　　年　　月　　日
実績報告書
（提出先）足立区長
　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者　会長　　　　　　　　　　　　　　

申請した全ての物品の購入が完了しましたので、足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金交付要綱第９条に基づき、関係書類を添えて報告します。

記

１　購入経費
（１）購入経費総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（２）対象外経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
（３）助成対象経費【（１）―（２）】　　　　　　　　　　　　円

２　添付書類
　□　購入した物品の写真
（町会・自治会名を表示する物品は、表示が確認できるもの）
　　□　支払いをしたこと及びその内訳が確認できる書類（領収証等の写し）




様式第８号（第１０条関係）

　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日

団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者　会長　　　　　　　　　　


足立区長　　　　　　　　


助成金額確定通知書


　　　　　年　　月　　日付、提出のありました足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金実績報告書を審査した結果、交付決定内容及びこれに付した条件に適合すると認められるため、助成金額を下記のとおり確定します。


記


　助成金交付確定額

金　　　　　　　　　　　円










様式第９号（第１０条関係）
　　年　　月　　日
（提出先）足立区長
請求書兼口座振替依頼書
￥　　　　　　　　　　　.－
ただし、足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金として、上記金額を請求します。
上記請求金額については、下記の口座に振り込んでください。
団　体　名　
代表者住所　足立区
	振込先金融機関
	銀　　行　　　　　　　　　　　　　本　店
信用金庫　　　　　　　　　　　　　支　店
信用組合　　　　　　　　　　　　　出張所
農　　協

	預金種別
	普通　・　当座　・　貯蓄　（いずれかに○）

	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	名義
	


代表者氏名　会長
　　＊振込口座に誤記入があると振込むことができませんので、通帳をご確認のうえ記入願います。



様式第１０号（第１０条関係）

委任状

　　年　　月　　日
私は、足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金の受領について、下記のとおり委任します。

記
	委任者（代表者）
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　足立区　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　会長　　　　　　　　　　　　	印　　
（スタンプ印不可）
	受任者
団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
住　所　　　足立区　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＊　この委任状は、会長名義以外の通帳に振り込む場合に必要です。

様式第１１号（第１１条関係）
　　年　　月　　日

助成金辞退届
（提出先）足立区長

　　　　　　　　　　　　　　団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者住所　足立区　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　代表者　会長　　　　　　　　　　　　　　

　足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金の交付の全額について、下記のとおり辞退します。


記


　辞退理由

















様式第１２号（第１１条関係）
　　足　　収第　　　　号
　　　　　年　　月　　日
団体名　　　　　　　　　　　　　
代表者　会長　　　　　　　　　　
足立区長　　　　　　　　
助成金交付取消通知書
　　　　　年　　月　　日付　足　　収第　　　　号において交付決定した足立区町会・自治会活動活性化用物品購入助成金について、交付決定額の（一部・全部）を取り消しましたので、下記のとおり通知いたします。
記
１　交付取消理由



２　返還金の有無　　（　有　・　無　）

３　返還金額（返還金有の場合）
　　　　　　　　　　　　　　　　円
４　納付期限（返還金有の場合）
　　

５　納付方法（返還金有の場合）
同封の納付書により金融機関窓口にて納付してください。

６　その他

